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訪問型サービス

通所型サービス

介護予防把握事業

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

地域リハビリテーション活動支援事業

■利用できるサービス
介護予防・生活支援サービス事業

●以前の介護予防訪問介護相当サービス（従前相当サービス）
•ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。
•サービス内容等はP18を参照してください。
●緩和した基準による訪問型サービス（訪問型サービスA）
•サービス提供者が居宅を訪問し、生活援助を行います。
•利用者の負担は、以下のとおりです。

●以前の介護予防通所介護相当サービス（従前相当サービス）
•通所介護施設で、日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を行います。
•サービス内容等はP17を参照してください。
●緩和した基準による通所型サービス（通所型サービスA）
•通所施設で、運動やレクリエーション活動など、閉じこもり予防や自立支援に資する
支援を行います。
•利用者の負担は、1回につき398円※です。

※利用者の負担は、所得に応じて1回につき795円または1,193円となります。

一般介護予防事業

　運動機能・口腔機能・栄養改善など何らかの支援が必要な人を把握し、介護予防活動への
参加につなげます。

　各長寿支援センターが、介護予防活動の普及や啓発のため、各種教室の開催や出前講座を
行います。

　地域住民主体で行う介護予防活動に対して支援などを行います。

　介護予防の取り組みを機能強化するため、地域で行う介護予防活動にリハビリテーション
専門職が関わり、地域の介護予防の取り組みを支援します。

　65歳以上のすべての人が利用できるサービスです。

介護者慰労金の支給
　在宅の寝たきりや認知症高齢者の主たる介護者に慰労金を支給し、介護者の労をねぎらい
ます。

36,000円（6か月分）支 給 額

高齢福祉課　介護保険係申 込 み

介護保険被保険者で介護度が要介護3～5の人を、在宅で継続して6か月の間介護された
介護者。ただし、6か月以内に入院及び短期入所が42日以内であること対 象 者

　紙おむつ等の介護用品の購入に使用できる給付券を交付し、要介護高齢者等の在宅介護に
係る負担を軽減します。

支 給 額

要介護1以上で、寝たきり状態または重度の認知症状があると認められる人
（生活保護受給者は除きます）

最大30,000円まで給付券を交付（所得や申請月により支給額が変わります）

対 象 者

高齢福祉課　高齢福祉係申 込 み

介護用品支給事業

　徘徊高齢者等の情報を登録できるシールの交付を行います。徘徊事案が起きた場合に、発
見者が上記シールのQRコードを読み取ることで、居場所を家族等に伝え早期の発見、保護
及び引渡しを図ります。

支 給 額

徘徊により行方不明となるおそれのある高齢者等で在宅で生活している人

あらかじめ登録した徘徊高齢者等の情報を照会できる耐洗コードラベル20枚及び蓄光
シール10枚を交付

対 象 者

高齢福祉課　高齢福祉係申 込 み

見守りシール交付事業

特定非営利活動法人花時計　☎49-9660

高齢者配食サービス
　食事の支度が困難なひとり暮らしの高齢者などに、定期的に食事を届け安否確認を行います。

在宅の65歳以上の人で、ひとり暮らし又は高齢者のみの世帯の人、身体障がい者の人で
食事の支度が困難な人

申込みのあった対象者へ夕食の配食（配食日は相談に応じます）

特定非営利活動法人花時計　1食550円（容器代込）

対 象 者

内　　容

利 用 料

申 込 み

任意事業

利用者自己負担割合
所要時間20分以上45分未満の場合
所要時間45分以上の場合

1割
183
240

2割
366
480

3割
549
720

（円／回）


